















除外１





オーナー一族の持株割合が９０％以上ですか？





オーナー一族が、常勤する役員の過半数を占めますか？





除外２





はい





はい





過去３年間の同族会社の所得等の金額（法人所得と役員報酬の合計）の平均額が８００万円を超えていますか？





除外３





はい





上記平均額が３，０００万円を超えていますか？





除外４





はい





課税されます（加算されます）。





いいえ





３年平均給料÷上記平均額


が５０％を超えていますか？





はい





いいえ





除外されます。





いいえ





いいえ





いいえ








